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災害時における車両貸与等に関する協定書 

 

秋田市（以下「甲」という。）と株式会社秋田スズキ（以下「乙１という」。）、

株式会社スズキ自販東北秋田（以下「乙２」という。）（以下乙１、乙２を総称して

「乙」という。）およびスズキ株式会社（以下「丙」という。）は、台風、地震等の

大規模災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合（以下「災害時等」という。）、

車両の貸与等の応援（以下「本応援」という。）を実施するにあたり、以下の協定（以

下「本協定」という。）を締結する。 

 

（本応援の内容） 

第１条 本応援の内容および本応援の対象地域は、以下の通りとする。 

【内容】 

(1) 電気自動車を除く軽商用車(要請時点で乙が貸与可能な車両を指す。以下同じ。）

の乙から甲への無償貸与 

(2) 電気自動車(外部給電可能な車両を指す。以下同じ。)の乙から甲への無償貸与 

【対象被災地域】 

秋田市内 

 

（技術活動サポート） 

第２条 丙は、乙が本協定に則り甲に対して本応援を実施するにあたり適宜必要とす

るサポートを、乙に対して、丙の費用負担で行うものとする。当該サポートの詳細

は、別途乙丙協議の上決定する。 

 

（応援要請） 

第３条 甲は、災害時等において本応援の実施が必要と判断した場合、乙に対し、本

協定に添付する第１号様式「応援要請書兼回答書」により本応援を要請することが

できる。なお、緊急を要する場合は、甲の担当者からの電話等の口頭による要請も

可とするが、後日文書をもって確認するものとする。 

２ 乙は、甲から、本応援の要請を受けた場合は、速やかに丙に通知するものとす

る。 

 

（本車両の貸与） 

第４条 乙は、甲から、本応援の要請を受けた場合は、その時点で乙が可能な範囲に

おいて、当該要請において指定される本車両を、乙の指定する日時・場所で甲に貸

与することに努めるものとする。なお、「乙が可能な範囲」とは、甲からの要請時

に、乙に貸与可能な車両があること、車両貸与に必要な人員が揃っていること、お

よび安全確保がなされた状態で車両の受け渡しが可能であることの全ての条件を満

たすことを指すものとする。 

 



 

２ 本車両の貸与期間は、原則として１週間とし、甲が延長を希望する場合は、災害

状況および避難所等の閉鎖時期等を勘案の上、甲乙協議の上延長期間を決定するも

のとする。 

３ 甲は、乙から貸与を受ける本車両を善良なる管理者の注意をもって使用および管

理し、盗難等が発生しないように常に施錠するものとする。 

４ 甲は、本車両について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条

第１項により提出する本協定に添付する第１号様式「応援要請書兼回答書」および

口頭による要請時を含め、甲乙間で別段の合意がなされた場合は、当該合意に従う

ものとする。 

(1) 本車両の賃借権を第三者に譲渡し、又は担保に供すること。 

(2) 本車両の全部又は一部を第三者に運転させること。 

(3) 本車両を改造・改良等し原状から変更を加えること。 

５ 甲乙間で本車両の引渡しおよび返却時、本車両の状態確認および貸与期間等の情

報共有は、本協定に添付する第 1 号様式「応援要請書兼回答書」のほか、乙が指定

する帳票又は文書を取り交わして行う。 

 

（本車両の用途） 

第５条 本車両の甲による使用用途は、以下の通りに限定するものとする。 

(1) 軽商用車：原則として、被災地における貨物の運搬および被災家屋の被害調

査等 

(2) 電気自動車：避難所等における電源供給 

なお、電源供給に関しては、本車両に備える AC コンセント又は乙・丙が推奨す

る外部給電器 V2L/V2H 機器により、当該外部給電器の製造者が発行する保証条件

を都度確認の上、行うものとする。 

２ 前項の外部給電器の使用に起因する事由により、甲又は第三者が損害を被った場

合であっても、乙および丙は一切責任を負わないものとする。ただし、乙・丙が指

定する外部給電器 V2L/V2H 機器を使用した場合において、乙又は丙の責めに帰すべ

き事由があるときは、この限りでない。 

３ 甲から乙に対し、V2L 等の外部給電機の貸与要請があった場合、乙は電気自動車

と一緒に貸与可能な当該外部給電機の有無を確認し、甲に回答する。なお、当該外

部給電機単独の貸与は行わないものとする。 

 

（燃料の充填） 

第６条 本車両の貸与中に甲が本車両の燃料等の充填を行う場合の費用については、

甲の負担とする。ただし、電気自動車に関して乙の管理する充電スタンドを使用す

る場合は、乙が当該使用に要する費用を負担する。 

 

（本車両の運転者） 

第７条 甲は、本車両の運転者について、次条第２項により本車両に対して甲が付保

する保険の対象者に限定するものとする。 



 

（貸与期間中の責任/保険の加入） 

第８条 乙から甲への本車両の貸与期間中に、本車両の使用により甲又は第三者に生

じた一切の損害および紛争については、乙および丙は一切責任を負わず、甲がその

責任と費用負担で補償および解決を図るものとする。ただし、乙又は丙の責めに帰

すべき事由がある場合は、この限りでない。 

２ 甲は、貸与期間中、本車両に関し甲の費用負担により相応の保険に加入するもの

とする。当該保険の内容は、甲乙別途協議の上決定する。 

 

（故障と紛失等） 

第９条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により本車両を故障又は毀損させた場合

は、その修理費および材料費を負担するものとし、本車両を紛失させた場合は、

甲がこれを補償する。なお、修理・補償の方法等については、乙と協議の上、定

めるものとする。 

 
（返却） 
第 10 条 貸与期間終了後、甲は、甲乙別途協議の上定める場所および日時にて、本

車両を原状回復（通常損耗および経年劣化は除く。）の上、乙に返却する。 

２ 前項による本車両の返却にあたり甲に生じる費用は、甲の負担とする。 

 
（連絡調整） 
第 11 条 甲、乙および丙は、本協定に定める事項を円滑に推進するため、本協定に

添付する第２号様式「連絡責任者届」により、それぞれの連絡先および連絡責任

者を定めるものとし、当該「連絡責任者届」の内容に変更が生じた場合は、速や

かに全ての他の当事者に変更内容を通知するものとする。 
 

（定期協議） 

第 12 条 本協定に定める事項を円滑に推進するため、また、各当事者の災害発生時

の連携強化を継続的に行うため、甲、乙および丙は、必要に応じ意見交換、協議

等を行うよう努めるものとする。 

 

（防災訓練） 

第 13 条 防災訓練等への乙の参加を甲が要望した場合、乙は対応可能な範囲に限り

参加することに努めるものとする。詳細については、甲乙別途協議の上決定する。 

 

（有効期間） 

第 14 条 本協定の有効期間は、本協定締結日から令和８年３月 31 日までとする。

ただし、当該有効期間の満了する日の１か月前までに、甲、乙又は丙から何らの

意思表示がない場合は、本協定は更に１年間同一条件により更新されるものと

し、以後も同様とする。 

 



 

（協議） 

第 15 条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、

甲、乙および丙が協議して定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本協定書４通を作成し、甲、乙、丙それぞれが記名

押印の上、各自その１通を保有する。 

 
令和７年１２月２３日 

 

             秋田県秋田市山王 1 丁目 1 番 1 号 

           甲 秋田市 

             秋田市長         沼谷 純      

 

 

 秋田県秋田市高陽幸町 16 番 16 号               

          乙１ 株式会社秋田スズキ 

             代表取締役社長      石黒 佐太朗   

 

 

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼 146 番 3 号               

          乙２ 株式会社スズキ自販東北秋田 

             代表取締役社長      金田 達朗   

 

 

 静岡県浜松市中央区高塚町 300 

             丙 スズキ株式会社 

常務役員 日本営業本部長 玉越 義猛  

  



 

第１号様式 

  

 年  月  日 
 

会社名：  

秋田市長   
 

応援要請書兼回答書 
 

 「災害時における車両貸与等に関する協定書」第３条の規定に基づき、下記の通

り要請します。 

記 
 
１ 秋田市記入欄：車両（電気自動車含む）の貸与要請 

 

(1) 要請する車両等の情報 

希望車種 使用用途 台数 貸与期間 

軽商用車 
  自：  月  日 

至：  月  日 

電気自動車 
  自：  月  日 

至：  月  日 

 

(2) 要請に係る秋田市の担当者・連絡先 

所属名 
 

 

氏名 
 

 

連絡先 
 

 

加入保険 

□ 損保ジャパン 自治体向け災害活動時における自動車保険に加入済み             

□ 上記以外に加入 

→（共済/保険会社名：                      ） 

□ その他(                               ) 

 

２ スズキ解答欄（※どちらか□にレ点チェックを入れてください。） 

 

□貸与不可 

理由（貸与不可時記載）： 

 

□下記車両で対応します。（対応可時記載）  

車種 台数 引渡場所 

 
  

 
  



 

第２号様式 
 

  年  月  日 
         

連絡責任者届 

 
団体名【             】 

 

連絡先（窓口責任者） 

 第１連絡先 

担当部署  

役職・氏名  

電話番号  

FAX  

Eメールアドレス  

備考  

 
 第２連絡先 

担当部署  

役職・氏名  

電話番号  

FAX  

Eメールアドレス  

備考  

 

 第３連絡先 

担当部署  

役職・氏名  

電話番号  

FAX  

Eメールアドレス  

備考  

 

自治体様御記入欄： 

保険連絡先 □損害保険ジャパン株式会社 

自治体向け災害活動時における自動車保険に加入済みの場合 

 

□上記以外： 

 

□確定していない 

(目的外使用禁止)本協定に記載する事項以外には利用しないこと。 


